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町の人口（令和 4年 4月 １日現在）
人　口	 6,976人	 減	 141人
　男	 3,467人	 減	 82人
　女	 3,509人	 減	 59人
世帯数	 4,158世帯	 減	 61世帯

期間内
の異動

世帯数 男　 女　 人口計
三　根 2,007 1,718 1,685 3,403
大賀郷 1,366 1,115 1,122 2,237
樫　立 254 218 226 444
中之郷 361 297 343 640
末　吉 170 119 133 252
全　体 4,158 3,467 3,509 6,976

転入・出生	 79人	（うち転入79人出生0人）
転出・死亡	220人	（うち転出212人死亡8人）

※外国人含む

2 大募集!!　第67代ミス八丈島／八丈町公式Twitterアカウント「ロベレニくん」開設
3 町の選挙に関する選挙運動費用の公費負担（選挙公営）制度と供託金制度
4 5 月１2日は民生委員・児童委員の日
5 八丈町人事異動
6 くらしの法律税金相談会開催／電話で弁護士相談「島しょ法律相談」
7 原付免許試験／来島者数・観光客数推計

8-9 税のお知らせ／東京法務局　登記手続案内
10 国保だより
11 国民年金
12 閉庁日の死亡届（火葬場使用）取扱事務／後期高齢者医療制度被保険者へ／老人クラブ活動
13 新型コロナウイルスワクチン個別接種案内
14 65歳以上　肺炎球菌ワクチン予防接種費用一部扶助
15 風しんの抗体検査・予防接種補助

16 子どもの定期予防接種／子ども家庭支援センター
17 母子保健／東京都児童相談センター春季巡回児童相談
18 町営住宅入居者募集
19 水道だより／アスタのSėkmės	スパイス！
20 環境だより
21 し尿・雑排水収集運搬業務休業日／汚泥再生処理センター肥料有料配布　ほか

22 伐採木の無料配布
23 ホタルの鑑賞／ヤギの適正飼養／言語機能訓練
24 教育委員会だより
25 東海汽船　島嶼出身学生証明書申請／八丈島歴史セミナーお知らせ
26 八丈病院お知らせ／Let’s	be	healthy	!
27 図書館からのお知らせ／町長上京日記／航路ダイヤ

目 次 ※掲載の日程などは全て編集時点の予定であり、情勢により変更等行う場合がございます。

「温泉で気持ちよく。
 マナーでさらに気持ちよく。
 八丈島」大使

3 月30日、原田龍二さんに「温泉で気持ち

よく。マナーでさらに気持ちよく。八丈島」

大使を委嘱し、八丈島の観光振興のため、

温泉と足湯のＰＲ活動をお願いしました。
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◎ミス八丈島について
　★	活動期間： 8月 １日から １年間
　★	仕事内容：	八丈島の各種行事（島内外イベントなど）

への参加・八丈島のPR活動

◎応募条件　・期間中、八丈島に在住できる独身女性
　　　　　　・	年齢が１8歳から30歳まで
　　　　　　・	着付けを覚えることができる方（イベント

の際は黄八丈着物着用が基本です。練習を
して自分で着られるようになっていただき
ます）

　　　　　　・	明るく笑顔で八丈島をPRしてくれる、八丈
島が大好きな方

◎応募方法　郵送：履歴書またはプロフィールに写真を 2枚添えて郵送（書式は問いません）
　　　　　　※写真は顔と全身がわかるもので集合写真不可。参考のため身長を明記してください。
◎応募締切　 5 月3１日（火）　当日消印有効
◎選考方法　書類による選考（必要に応じて面接審査）
◎結果通知　応募者全員に連絡　※ 6月24日（金）までにご連絡します。
◎決 定 後　	ミス八丈島選考会で承認後、夏まつり（予定）でミス八丈島発表会を行い、期間中は八丈島の顔と

してPRに努めていただきます。
　　　　　　※発表会の方法は変更になる場合があります。

※自薦、他薦問いません。たくさんのご応募お待ちしています‼

■問い合わせ・応募■　〒100−1498　東京都八丈島八丈町大賀郷2551− 2  
　　　　　　　　　　　　　　　　 　ミス八丈島選考会事務局（八丈町産業観光課観光係内） 
　　　　　　　　　　　電話 2 −1125　／　メール：sankan@town.hachijo.tokyo.jp

第67代 ミス八丈島
応募期間： 5 月31日（火）まで

温泉大使原田龍二さんと観光PR

大募集!!

町長より感謝状を贈呈しました

八丈町公式Twitterアカウント 
「ロベレニくん」を開設しました
　「ロベレニくん」は、東京都立青鳥特別
支援学校八丈分教室の生徒の皆さんのアイ
デアを基に制作し、 3 月30日からTwitter
アカウントを運用しています。
　今後の「ロベレニくん」の活躍にご期待
ください。
■問い合わせ■ 
　企画財政課企画情報係　電話 2 −1120

Twitterアイコン画像 ロベレニくんへリンク

大募集!!　第67代ミス八丈島／八丈町公式Twitterアカウント「ロベレニくん」開設
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町の選挙に関する選挙運動費用の 
公費負担（選挙公営）制度と供託金制度

【啓発標語】Go to 選挙 ～ 投票はあなたの権利 ～
　今年は、八丈町議会議員選挙が執行されます。

　◎告示日：10月11日（火）　　◎投開票日：10月16日（日）
　町民の皆さんに選挙に関心をもっていただくため、選挙に関する制度をお知らせします。

▼ 選挙運動費用の公費負担制度 ▼
　「選挙運動用自動車の使用」「選挙運動用ビラの作成」「選挙運動用ポスターの作成」について、町条例で定める一
定金額の範囲内で、公費で行うことができます。
　ただし、候補者が当該選挙において供託物没収点（※）に達する得票を得られないときは、公費負担を受けること
ができません。その費用の全額を候補者が自己負担することとなります。
　また、候補者が、あらかじめ候補者と契約した業者等について町選挙管理委員会に届け出ることで、当該契約業者
等が町へ費用の請求を行います。候補者に対し、費用が直接支払われるわけではありません。
※　町議会議員選挙……（有効投票の総数÷議員定数）÷１0

▼ 公費負担の限度額（町議会議員選挙の場合） ▼
◎選挙運動用自動車の使用

区　　分 公費負担の対象 公費負担の上限額

一般運送契約 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額
（ １日につき １台に限る） 各日について64,500円

その他の
契約

自動車借入契約 同上 各日について１5,800円
燃料供給契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 7,560円×選挙運動日数

運転手雇用契約 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払
う報酬の合計金額（ １日につき １人に限る） 各日について１2,500円

※ １　	候補者と生計を一にする親族（契約に係る業務を業として行うものを除く。）と契約する場合は、公費負担の対象とはなりません。
※ 2　	一般運送契約とは、自動車借入、燃料、運転手雇用を一括して、一般乗用旅客自動車運送事業者と契約する方式のことをいいます。
※ 3　	同一の日において、「一般運送契約」方式と「その他の契約」方式の両方を締結している場合は、候補者が指定するいずれか １つの

みが公費の対象となります。
※ 4　	最大で １日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの 5日間分を公費で負担します。選挙が無投票となった場合には、届

出日（告示日） １日のみが対象となります。

◎選挙運動用ビラ・ポスターの作成
媒　体 上限単価 上限作成枚数 公費負担上限額
ビラ 7.5１円 町議会議員選挙：１,600枚 町議会議員選挙：１2,0１6円

ポスター
１3,463円（参考）

（525.06円×掲示場数		＋		3１0,500円）÷		掲示場数
（※ １円未満切り上げ）

掲示場数（参考：24枚） 323,１１2円（参考）

※ １　	公職選挙法の改正により、町村議会議員選挙における選挙運動用ビラ頒布が解禁となりました。
※ 2　	ポスター掲示場数は変わることがあります。上記は、掲示場数が24か所とした場合の計算であり、上限単価と交付負担上限額は、

掲示場数の変動に伴って変わります。

▼ 公職選挙法による制度（町議会議員選挙の場合） ▼
◎選挙運動用通常葉書の使用
　郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。
　・使用可能枚数：候補者 １ 人あたり８００枚まで

▼ 供託金制度（町議会議員選挙の場合） ▼
　公職選挙法の一部改正に伴い、町村議会議員選挙においても供託金制度が導入されました。
　・供託金額：１5万円　※供託金は、当落を問わず、得票数が供託物没収点を下回った場合には、全額没収されます。
■問い合わせ■　八丈町選挙管理委員会（総務課内）　電話 2 −1121

選挙のめいすいくん

町の選挙に関する選挙運動費用の公費負担（選挙公営）制度と供託金制度
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5 月12日は民生委員・児童委員の日

5 月12日は、民生委員・児童委員の日です
・子育て　　　・学校生活　　　・生活費
・介護　　　　・障がい福祉サービス
・一人暮らし　・その他の困り事 ……

民生委員・児童委員って 
どんな人？
　民生委員は厚生労働大臣から委嘱さ
れ、地域の中で福祉の相談や支援を行
うボランティアです。（身分は非常勤
の特別職地方公務員です。）

・	民生委員は児童委員でもあり、大人
から子どもに関わる様々な問題に対
応しています。

・	主任児童委員は、乳幼児から１8歳ま
での子どもに関わる様々な問題を専
門に担当しています。

・		地域の皆さんの生活上の困りごと
や、介護・医療・子育ての不安など
の相談を受け、必要な援助が届くよ
う関係機関に繋げていきます。

・	民生・児童委員には守秘義務があり、
ご相談いただいた内容は他に漏れる
心配はありません。

民生委員・ 
児童委員協力員も 
配置しています
　民生委員・児童委員の経験者 3名が、
地域の高齢者や子育て中の家族の見守
り・支援を中心に活動しています。協
力員は、東京都知事が委嘱するボラン
ティアです。

■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2 −5570　／　八丈支庁総務課福祉担当　電話 2 −1112

民生委員・児童委員 （任期：令和 4年１１月30日）

地　域 担当地区 氏　名 電　話

三　根

矢崎・川の平・川向 石井　邦和 2−3１34
宮の平・与惣次・尾端 浅沼まち子 2−3１45
中道①・②・③ 平井　園子 2−2357
桜平・桜平②・稲葉 田代　典夫 2−4022
荒島・明治橋・新田 沖山　次子 2−0547
護神・孫兵衛 赤松　　都 2−１873
新道・丘里 冬木　克良 2−3962
富士見①・片瀬 淺沼　智子 2−3360
富士見② 山下　敏夫 090−2208−984１
赤金・洋望・中平・一心 芝野　雅一 2−3１68
出廻・底土・東畑 成田　國江 2−24１0
神湊東・神湊西・三根永郷 小栗富美代 2−2705

大賀郷

東里①・②・③ 赤間　明美 2−１558
金土川①・②・③ 淺沼　淳一 2−１279
金土川④ 菊池　清子 2−3727
楊梅ヶ原①・②・③・下・向里 奥山　和子 2−40１5
大里①・②・③・寺山 伊勢崎文保 9−5928
八戸 新井　三雄 2−0１65
千鳥①・②・③・④ 菊池　清泰 2−3733
西見①・② 梅田　龍示 2−3１92
西見③・甚太・大賀郷永郷 河野　洋一 2−2066

樫　立
川城羅・尾崎・妻里・向里・伊郷名 奥山　　清 7−0256
東六里・江能里・康政里・中平・峯ヶ郷 笹本久美代 7−025１

中之郷
上浦・尾越・藍ヶ江 宮城いづみ 7−0389
粥倉・藍ヶ里 菊池　和子 7−0968
中里・向里・三原 菊池　　敬 7−009１

末　吉
宮裏・宮ヶ路・台ヶ原 沖山　紀子 8−0１38
尾越・神子尾・洞輪沢・道ヶ沢 藤井眞由美 8−004１

主任
児童委員

坂下地域 佐藤　　謙 2−0835
坂上地域 磯崎　光宏 7−004１

民生委員・児童委員協力員	 （任期：令和 5年 3月3１日）

協力員
三　根地域 淺沼　　彧
大賀郷地域 折田　正江
坂　上地域 山下　節子

みんなで「見守り」　　　 
　　　地域で「支え合う」
困った事、心配な事は
民生委員・児童委員に
相談してください。

民生委員・児童委員
キャラクター
ミンジー

民生委員・児童委員は身近な相談役です。
ひとりで悩まないで相談してください。
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八 丈 町 人 事 異 動 （令和 4年 4月 １日付）

１ ．統括課長級 （　）旧所属等

企画財政課長 和田一宏 （昇格）（議会事務局長）

２ ．課長級 （　）旧所属等

総務課長 高野秀男 （産業観光課長）

産業観光課長 大川和彦 （昇格）（総務課庶務係長）

議会事務局長 高橋太志 （総務課主幹）

総務課課長補佐（庶務担当） 山下　進 （昇格）（教育課生涯学習係長）

福祉健康課課長補佐（厚生担当） 大澤知史 （昇格）（産業観光課観光係長）

3 ．統括係長級 （　）旧所属等

総務課文書係長 金川祐子 （昇格）（同）

税務課課税係長 土屋　巧 （昇格）（同）

福祉健康課保健係長 浅沼洋介 （昇格）（同）

むつみ第二保育園園長 奥山聖泰 （昇格）（あおぞら保育園副園長）

若草保育園園長 土屋洋子 （むつみ第二保育園園長）

消防本部予防係長消防司令 沖山　淳 （昇格）（消防本部庶務係消防司令補）

企業課経理係長 岡野豊広 （昇格）（同）

４ ．係長級 （　）旧所属等

総務課庶務係長 総務課課長
補佐事務取扱 （兼務）

総務課庶務係主査 小林武文 （消防本部警防係消防司令補）

住民課医療年金係長 菊池直貴 （福祉健康課厚生係長）

福祉健康課厚生係長
福祉健康課
課長補佐
事務取扱

（兼務）

子ども家庭支援センター主査 内山智温 （昇格）（子ども家庭支援センター主任）

産業観光課観光係長 奥山公貴 （昇格）（教育課生涯学習係主任）

教育課生涯学習係長 鈴木進吾 （昇格）（教育課生涯学習係主任）

消防本部庶務係消防司令補 上ノ山真児 （消防本部予防係消防司令補）

消防本部管理係消防司令補 井ノ口義二 （消防本部庶務係消防司令補）

消防本部警防係消防司令補 奥山雄松 （消防本部予防係消防司令補）

消防本部予防係消防司令補 清水秀和 （総務課庶務係主査）

消防本部予防係消防司令補 百田和志 （昇格）（消防本部警防係消防士長）

5 ．その他の職員（事務職） （　）旧所属等

企画財政課財政係主事 淺沼里美 （総務課庶務係主事）

税務課課税係主任 多田沙織 （昇格）（税務課課税係主事）

税務課徴収係主任 平井真希 （昇格）（税務課徴収係主事）

住民課住民係主事 佐藤　恵 （福祉健康課障がい福祉係主事）

福祉健康課障がい福祉係主事 大澤勇斗 （新採）

地域包括支援センター主事 西濱智洋 （新採）

福祉健康課厚生係栄養士 髙石智子 （新採）

建設課管財係主任 安藤聡史 （昇格）（建設課管財係技師）

産業観光課産業係主任 坂井俊介 （昇格）（産業観光課産業係主事）

産業観光課産業係獣医師 太田敦子 （新採）

教育課生涯学習係主事 久保寺洸佳 （総務課庶務係主事）

教育課生涯学習係主事 大澤弘樹 （新採）

病院事務局業務係主事 山下賢治 （新採）

病院医療局看護科主事
（社会福祉士） 沖山麻有美 （地域包括支援センター主事

（社会福祉士））

６ ．その他の職員（保育職・消防職・司書・医療職） （　）旧所属等

むつみ保育園保育士 浅沼　新 （若草保育園保育士）

むつみ保育園保育士 塚本みなみ （むつみ第二保育園保育士）

むつみ第二保育園主任 奥山未来 （あおぞら保育園主任）

むつみ第二保育園保育士 井上祐奈 （あおぞら保育園保育士）

むつみ第二保育園保育士 平野珠代 （若草保育園保育士）

むつみ第二保育園保育士 浅沼百代 （あおぞら保育園保育士）

若草保育園保育士 浅野友美 （むつみ保育園保育士）

若草保育園保育士 清原陵子 （新採）

あおぞら保育園主任 峯元安代 （昇格）（若草保育園保育士）

あおぞら保育園保育士 奥山弓子 （むつみ第二保育園保育士）

あおぞら保育園保育士 小林ジュリアナ
百合子 （新採）

消防本部庶務係消防士 持丸三菜 （新採）

消防本部庶務係消防士 吉澤尚孝 （新採）

消防本部管理係消防士 國吉　清 （消防本部庶務係消防士）

消防本部管理係消防士 後関好佑 （消防本部庶務係消防士）

消防本部警防係消防士 澁屋智美 （消防本部庶務係消防士）

7 ．その他の職員（医療職・技労職） （　）旧所属等

むつみ保育園調理員 大塚　忍 （若草保育園調理員）

若草保育園調理員 橋本日和 （新採）

産業観光課産業係主任作業員 沖山正秀 （昇格）（産業観光課産業係副主任作業員）

企業課運輸係副主任自動車運転手 関村公宏 （昇格）（企業課運輸係自動車運転手）

病院医療局内科・外科・小児科・
産婦人科　主任理学療法士 中野　陽 （昇格）（病院医療局内科・外科・小児科・産婦人科　理学療法士）

病院医療局看護科看護師 福沢　聡 （新採）

病院医療局看護科看護師 沖山千夏 （新採／ 4月１１日付）

病院医療局栄養科副主任調理員 大澤瑠美 （むつみ保育園副主任調理員）

８ ．八丈町行政実務研修員

総務課庶務係 土屋瑛博

退職者（令和 ４ 年 3 月3１日付）

企画財政課長 笹本博仁
総務課長 菊池正勝
消防本部消防司令 佐々木恒
産業観光課産業係獣医師長 浅沼今日子
企画財政課財政係主事 福岡かほる
住民課住民係主事 菊池理香
むつみ第二保育園主任 藍原みのり
むつみ保育園保育士 尾内　愛
あおぞら保育園保育士 内山明子
消防本部管理係消防士長 吉野一平
企業課運輸係副主任自動車運転手 播摩典男
企業課運輸係バスガイド 岡田長子
病院医療局看護科主任（社会福祉士） 箕輪隆紀
病院事務局業務係主事 平山彩子
病院医療局看護科看護師 佐藤史織
病院医療局栄養科調理員 柴﨑優希

任期満了（令和 ４ 年 3 月3１日付け）

むつみ保育園保育士 沖山雅美

再任用終了の職員（令和 ４ 年 3 月3１日付）

若草保育園園長 小崎浩子
むつみ保育園主査 山下敦子
むつみ第二保育園主査 奥山由美

再任用の職員（令和 ４ 年 ４ 月 １ 日付）

企業課運輸係自動車運転手 播摩典男

任期付採用職員（令和 ４ 年 ４ 月 １ 日付）

あおぞら保育園主査 奥山由美

八丈町人事異動
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　東京都では、島しょに居住される方を対象として、弁護士の法律相談（電話相談）を実施しています。相談は無料
です。
　ご相談者のプライバシーは固く守られていますので、安心してご相談ください。

《相 　 談 　 日》　月・水・金曜日　（祝日・年末年始の閉庁日を除く）
《相 談 時 間》　午後 １ 時～ ４ 時
　　　　　　　　※	相談時間中は、直接、電話でご相談いただけますが、相談中の場合もありますので、事前にご予

約いただくと確実です。
《事 前 予 約》　月～金曜日　（祝日・年末年始の閉庁日を除く）
《予約受付時間》　午前 ９ 時～午後 5 時
■相談・予約・問い合わせ■　東京都生活文化スポーツ局都民生活部地域活動推進課　電話03−5388−2245

令和 ４ 年度　上半期　島しょ法律相談日　カレンダー
令和 ４ 年

5 月 ６ 月 7 月 ８ 月 ９ 月
月 水 金 月 水 金 月 水 金 月 水 金 月 水 金
２ ６ １ 3 １ １ 3 5 ２
９ １１ １3 ６ ８ １０ ４ ６ ８ ８ １０ １２ 5 7 ９
１６ １８ ２０ １3 １5 １7 １１ １3 １5 １5 １7 １９ １２ １４ １６
２3 ２5 ２7 ２０ ２２ ２４ ２０ ２２ ２２ ２４ ２６ ２１
3０ ２7 ２９ ２5 ２7 ２９ ２９ 3１ ２６ ２８ 3０

※	斜線の日程（祝日・年末年始）は、相談はお休みです。
※ 「島しょ法律相談」は、令和 ４ 年度下半期にも実施します。

電話で弁護士に相談できる「島しょ法律相談」のご案内
電話番号：03－5388－2245

くらしの法律税金相談会開催　
　弁護士・司法書士・税理士・土地家屋調査士などの法律関係者のボランティア「NPO法人司法過疎サポート	
ネットワーク」の主催により、「くらしの法律税金相談」が開催されます。法律の専門家が無料で相談に応じます。
ぜひこの機会をご利用ください。

◎無料相談（法律・登記・税金など）

「相続問題で親戚とトラブルになっている」
「子供に財産を譲ろうと思っている」
「土地や建物の登記のことで相談したいことがある」
「相続税のことや確定申告のことで気になることがある」

➡
このような相談に

弁護士・司法書士・
税理士・土地家屋調査士

などが応じます。

●相談日時： 5 月20日（金）　午前１0時～午後 4時
●相談場所：三根公民館（和室・会議室）
　※相談に必要な資料などをご持参ください。
●実施機関・予約：NPO法人司法過疎サポートネットワーク　担当：小海（こかい）　電話０3−5９１９−353０
※	事前予約も受け付けていますが、予約なしでも相談できますので、お気軽にお越しください。また、ご自宅などで
も相談できます。

■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話 2 −1120

くらしの法律税金相談会開催／電話で弁護士相談「島しょ法律相談」
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空　路 海　路 合　計 観光客（推計） 対前年
増減率3 年度 2年度 3年度 2年度 3年度 2年度 3年度 2年度

4月 3,872 １,１69 8１7 １１5 4,689 １,284 3,243 888 265.2％
5 月 3,48１ 566 825 85 4,306 65１ 4,１１4 622 56１.4％
6 月 2,793 １,34１ 5１4 455 3,307 １,796 2,50１ １,358 84.2％
7 月 5,9１１ 3,59１ １,362 932 7,273 4,523 5,647 3,5１2 60.8％
8 月 6,742 6,968 １,502 １,485 8,244 8,453 6,978 7,１55 −2.5％
9 月 3,846 4,568 869 １,053 4,7１5 5,62１ 3,93１ 4,686 −１6.１％
１0月 5,555 5,6１3 733 935 6,288 6,548 4,１53 4,325 −4.0％
１１月 6,779 7,574 １,024 １,278 7,803 8,852 5,4１2 6,１40 −１１.9％
１2月 6,896 5,728 834 68１ 7,730 6,409 4,577 3,795 20.6％
１ 月 4,958 2,488 635 289 5,593 2,777 3,500 １,738 １0１.4％
2 月 3,039 2,405 383 242 3,422 2,647 １,850 １,43１ 29.3％
3 月 5,6１4 4,078 １,097 774 6,7１１ 4,852 4,6１0 3,333 38.3％
計 59,486 46,089 １0,595 8,324 70,08１ 54,4１3 50,5１6 38,983 29.6％

来島者数・観光客数推計 ■問い合わせ■　産業観光課観光係　電話 2 −1125

原付免許試験のお知らせ
◎試験日： 5 月２１日（土）
◎会　場：八丈島警察署
　受験を希望される方（年齢１6歳以上）は試験日当日に申請してください。
　※ 6月25日（土）の実技講習を受講できる方が対象です。（日付の指定・変更不可）
　　・第 １回目	……	受付・適性検査：午前 9時～ 9時30分　　学科試験：午前１0時～１0時30分
　　・第 2回目	……	受付・適性検査：午後 １時～ １時30分　　学科試験：午後 2時～ 2時30分

◎必要なもの
　①　住民票　 １通（本籍地記載のもので発行日から 6カ月以内のもの）
　②　証明写真　 １枚（縦 3 cm×横2.4cm、無背景、前髪で目が隠れていないもの、撮影日から 6カ月以内のもの）
　③　視力に自信の無い方は眼鏡またはコンタクトレンズ（片目0.１、両目0.5以上）
　④　過去に運転免許の取消処分を受けた方は取消処分者講習修了証（有効期間 １年）
　⑤　学科試験受験料	……	１,5００円

※当日、住民票（本籍地記載）をお持ちでない方は受付できません。
※試験時間は30分です。50点満点中45点以上で合格です。
※第 1 回目の試験で不合格の場合、希望者は第 2 回目も受験できます。（ 再試験料１,5００円 ）
※新型コロナウイルス感染予防のため、受験される方は以下を遵守してください。
　①　 試験当日自宅で検温を実施し、体調が優れない場合は受験を控えてください。（体温37.5℃以上、頭痛、

咳などの症状がある場合）
　②　警察署内では必ずマスクを着用し、咳エチケットを徹底してください。
　③　緊急事態宣言などの情勢により中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■問い合わせ■　八丈島警察署交通係　電話 2 −0110

原付免許試験／来島者数・観光客数推計
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税のお知らせ ■問い合わせ■　税務課　電話 2 −1122

納期限および口座振替日
5 月3１日（火） ・固定資産税第 １ 期分
　　　　　　 ・軽自動車税

所得の申告について
　令和 3年分の所得の申告が済んでいない
方は、至急、所得の申告をお願いします。
　八丈町国民健康保険、後期高齢者医療制
度の被保険者など申告をしていないと保険
料が高くなる場合があります。ご注意くだ
さい。

　新型コロナウイルス感染症の影響により
3 月15日を過ぎて確定申告書および町都民
税の申告書を提出された方は、町都民税お
よび各種保険料等の算定に間に合わない場
合があります。順次反映しますのでご了承
ください。

令和 4 年度町税納税カレンダー
　令和 4年度の町税の納期限（口座振替日）は次のとおりです。

月 税　　　　目 納　期　限

5 月 固定資産税第 １期 令和 4年 5月3１日軽自動車税
6月 町都民税第 １期 令和 4年 6月30日

8 月

国民健康保険税第 １期 令和 4年 8月 １日固定資産税第 2期
町都民税第 2期 令和 4年 8月3１日国民健康保険税第 2期

9月 国民健康保険税第 3期 令和 4年 9月30日

１0月 町都民税第 3期 令和 4年１0月3１日国民健康保険税第 4期
１１月 国民健康保険税第 5期 令和 4年１１月30日

１2月 固定資産税第 3期 令和 4年１2月26日国民健康保険税第 6期

１月 町都民税第 4期 令和 5年 １月3１日国民健康保険税第 7期

2月 固定資産税第 4期 令和 5年 2月28日国民健康保険税第 8期

随時納税相談を行っています
　町では、納期限内に納付している方との公平性を保つため、納期限を過ぎても納付されない方から延滞金を徴
収します。
　延滞金は、納期限の翌日からひと月を経過する日までの期間は、年2.4％、それ以後は、年8.7％の割合で	
加算されます。
　納期限を過ぎても納付されない場合、その期間などにより、高額な延滞金になる場合がありますので、納期限
内に納付をお願いします。

◆早めに納税相談を
　失業などのやむを得ない事情や、本人や家族の病気などにより納期ごとの納付が困難な場合は、早めにご相談
ください。
　役場の業務時間内に来庁できない方は、電話申し込みにより業務時間外（午後 5時１5分～ 7時）にも納付相談
を行っています。
　納税相談もなく納付のない方に対しては、法律に基づいた財産調査および財産の差し押さえなどの滞納処分を
行っています。

税のお知らせ

東京法務局における登記手続案内のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、特設登記所の開設を見合わせています。登記に関する問い
合わせは、電話による登記手続案内（予約制）をご利用ください。予約された日時に法務局職員がお電話します。
登記申請書の様式や各種証明書の請求書は、「法務局ホームページ」に掲載しています。
■予約電話番号■　※受付：平日午前 8 時30分～午後 5 時 
　・不動産の登記申請手続に関するもの　　　電話03−5213−1330 
　・商業法人の登記申請手続に関するもの　　電話03−5213−1337
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税のお知らせ（つづき）

軽自動車税の減免制度
【障がい者減免】　障がい者のためにもっぱら使用する軽自動車

１ ．軽自動車の所有者
　　所有者が障がい者本人、または障がい者と生計を同一にする方
２ ．障がいの範囲

手帳及び障がいの区分 障がいの程度

身
体
障
害
者
手
帳

下肢不自由 １級～ 6級
体幹不自由 １級～ 3級　・　 5級
上肢不自由 １級　・　 2級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障がい

上肢機能 １級　・　 2級
移動機能 １級～ 6級

視覚障がい １級～ 3級
4級の １（視力障害：両眼の視力の和が0.09以上0.１2以下）

聴覚障がい 2級・ 3級
平衡機能障がい 3級・ 5級
音声機能または言語機能障がい 3級（こう頭摘出に係るものに限ります。）
心臓、じん臓および呼吸器の機能障がい １級　・　 3級　・　 4級
ぼうこう、直腸および小腸の機能障がい １級　・　 3級　・　 4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい １級～ 3級
肝機能障がい １級～ 4級

戦傷病者手帳 対象となる障害の程度については、
税務課課税係に問い合わせください。療育手帳

精神障害者保健福祉手帳 １級（精神通院医療に係る自立支援医療費受給者に限ります）

3 ．減免の対象となる自動車
納税義務者（所有者または取得者） 運転者 使用目的

①
障がい者の方

障がい者の方 特に問いません
② 障がい者以外の方

もっぱら障がい者の方の通院、通学等のた
めに使用する③

生計を同一にする方
障がい者の方

④ 障がい者以外の方

【公益減免】　公益のため直接専用するものと認める軽自動車
　・社会福祉法人等が所有し利用者の移送または利用者に対する供給物資の輸送等に使用する軽自動車

【構造減免】　構造上もっぱら障がい者の方の利用に供する軽自動車
　・車いすの昇降装置、固定装置または浴槽を装着する等特別仕様の軽自動車

申請に必要な書類等
　・令和 ４ 年度納税通知書　　・運転免許証　　・自動車検査証　　・身体障がい者等の手帳

《注意事項》　減免申請の手続き期限は、税務課へ納期限の 7 日前までです。
　　　　　　減免を受けられる車両は、普通自動車も含めて １ 人につき １ 台に限られます。

■問い合わせ■　税務課　電話 2 −1122

税のお知らせ
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国保だより

◎ 令和 4 年度国保税の税率が改定されます
　平成30年度より国保の運営は都道府県化され、東京都より提示される納付金額を町が納めることになっていま
す。納付金の大部分は、国保税で対応することになっていますが、毎年不足分を一般会計で対応している状況です。
今後も東京都から提示される納付金により、町は、年度ごとに税率を見直していく必要があります。
　令和 4年度の所得割・均等割・平等割は下表のとおりです。

　
医　療　分 後期高齢者支援分

所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割

改正前 6.20％ １4,１00円 １9,200円 2.80％ 4,500円 9,500円

改正後 ６.5０％ ２０,１００円 １４,２００円 変更なし 7,０００円 7,０００円

介　護　分
所得割 均等割 平等割

改正前 2.30％ １0,１00円 5,500円

改正後 変更なし １１,６００円 ４,０００円

●令和 ４ 年度から未就学児の国民健康保険税が減額されます
　子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、令和 4年度から、未就学児の国民健康保険税の均等割額について 2分
の １が軽減されます。なお、所得に応じた均等割軽減措置対象の世帯の未就学児の場合は、適用後の残りの均等割
額の 2分の １を軽減します。
※手続きの必要はありません。

◎ 特定健康診査の申し込みが必要な方　【他の医療保険に加入の被扶養者の方へ】
　他の医療保険（健康保険組合、政府管掌健康保険、共済組合など）に加入している40～74歳の被扶養者の方 
（ただし、職場健診を受診される方、職域健診の対象者（※）の方は除きます。）も各医療保険者が発行する【特定
健診受診券】があれば受診することができます。（集合契約A・Bの記載がある受診券に限られます。）
　受診を希望される方は、加入している医療保険者が発行する【特定健診受診券】をお取り寄せください。
★ 登録開始申し込みは ６ 月からです。受診券はお早めにお取り寄せください。受診券登録窓口は ６ 月号でお知らせ

します。
　なお、自己負担が発生する場合もありますので、詳しくは職場、または加入医療保険者にご確認の上登録してく
ださい。
（※）職域健診の対象者	……		共済などに加入している世帯で、受診対象者に被扶養者が含まれている場合。対象

者の範囲は各職場により異なりますので、詳しくは職場の担当者にご確認ください。
	
◆　「相互扶助」で成り立つ国保制度です。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
◆　国保税は国保制度の重要な財源です。被保険者の皆さん、納め忘れのないようご注意ください。
◆　国保税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
◆　病気や事故等により保険税の納付が困難な方には、申請による減免制度がありますのでご相談ください。
※その他、国民健康保険証や制度について分からないこと、疑問に思うことなど、いつでもご相談ください。

国 保 だ よ り ■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話 2 −1123

国民健康保険税は、加入者全員に課される
医療分と後期高齢者支援分、40歳から64歳
までの方に課される介護分が合算され算出
されます。

国民健康保険税＝ 
 医療分 ＋ 後期高齢者支援分 ＋ 介護分
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【令和 ４ 年 ４ 月から年金手帳は基礎年金番号通知書に変わりました】
●　	令和 4 年 4 月 １ 日以降に初めて年金制度へ加入する方（20歳に到達した方、20歳前に厚生年金被保険者となっ

た方等）に対し、年金手帳の代わりに	基礎年金番号通知書	を交付します。
●　	既に年金手帳をお持ちの方には基礎年金番号通知書の発行は行いません。
●　	年金手帳は、「基礎年金番号を明らかにすることができる書類」として、引き続き、年金の手続きにご利用い

ただけますので大切に保管してください。

【産前産後期間の国民年金保険料が免除となります】
●	対 象 者　国民年金第 １号被保険者で、出産日（出産予定日）が平成3１年 2 月 １ 日以降の方
●免 除 期 間　	出産予定日または出産日の属する月の前月から 4カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、

多胎妊娠（双子のお子さんなど）の場合は、出産予定日または出産日の属する月の 3カ月前から 6
カ月間の国民年金保険料が免除されます。

●	出産の範囲　妊娠85日（ 4カ月）以上の出産（死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む）。
●	申 請 時 期　出産予定日の 6カ月前から提出することが可能です。
　　　　　　　※	産後の届出については期限が設けられていません。出産の事実を確認することができれば産前産

後の期間の保険料は免除対象となります。
●	届 出 先　住所地の役場の国民年金担当窓口
●	添 付 書 類　・出産前（出産予定日で申請する場合）……出産予定日のわかる書類（母子健康手帳など）
　　　　　　　・出産後……	出産日のわかる書類（母子健康手帳など）
　　　　　　　　※届出時に窓口において出産日および身分関係が確認できる場合は添付書類は必要ありません。
　　　　　　　・死産等……死産日のわかる書類（母子健康手帳または死産証明書など）
◎その他の免除を受けている方
　	　産前産後免除期間は、国民年金の保険料納付済期間に算入されるため、法定免除・申請免除よりも有利となる
免除ですので優先的に適用されます。法定免除、申請免除、納付猶予、学生納付特例が承認されている期間に産
前産後免除に該当した場合、産前産後免除期間終了後、改めて届出を行う必要はありません。

◎付加保険料を納付することができます
　	　産前産後免除は、他の保険料免除と異なり、所得の有無にかかわらず保険料の負担を免除するため当該期間に
ついては付加保険料を納めることができます。

＊注意点＊　　海外にお住まいなど国民年金に任意加入している方は、産前産後免除には該当しません。

国 民 年 金 ■住民課医療年金係　電話 2−1123
■港 年 金 事 務 所　電話 03−5401−3211
■日本年金機構ホームページ　https://www.nenkin.go.jp/

▼  各種問い合わせ 受 付 時 間

一般的な年金相談に関する問い合わせ
０57０−０5−１１６5（ナビダイヤル）
PHS、IP電話、海外からは	03−6700−１１65（一般電話）

月　曜　日：午前 8時30分～午後 7時
火～金曜日：午前 8時30分～

午後 5時１5分
第 2土曜日：午前 9時30分～午後 4時

※	月曜日が祝日の場合は、翌日以降の
開所日初日に午後 7時まで受付。

【各種問い合
わせ先共通】

	祝日（第 2土
曜日を除く）
はご利用にな
れません。

ねんきん定期便・ねんきんネットに関する問い合わせ
０57０−０5８−555（ナビダイヤル）
PHS、IP電話、海外からは	03−6700−１１44（一般電話）

一般的な国民年金の加入に関する問い合わせ
０57０−００3−００４（ナビダイヤル）
PHS、IP電話、海外からは	03−6630−2525（一般電話）

月～金曜日：午前 8時30分～午後 7時
第 2土曜日：午前 9時30分～午後 4時

国民年金
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住民係からのお知らせ
閉庁日の死亡届（火葬場使用）取り扱い事務について
　閉庁日に死亡届を提出される方は下記の内容をご親族や葬儀関係者の方々と確認の上、来庁される前に町役場 

（電話 ２ −１１２１）に必ずご連絡ください。
◆死亡した方・届出人の氏名の生年月日、住所、本籍地
　	（届書を持って来庁するのは届出人本人でなくてもかまいませんが、届出人と喪主となる方の印鑑が各作成書類に
必要となります。）

◆火葬場を利用する日（通夜・葬儀を行う予定日）
　ご来庁いただく時間にあわせて担当職員が登庁し、以下の手続きを行います。
　（ １）　死亡届の記載の補助、受領、内容の確認審査
　（ 2）　火葬許可証の作成交付、火葬場の予約、使用料の受領

～ご来庁に際し、ご用意いただくもの～
・死亡診断書欄記載の死亡届
・火葬場使用料　　⇒　火葬のみの利用の場合	……………	 4 万円（概算費用）
　　　　　　　　　⇒　火葬前日から通夜を行う場合	……	 7 万 2 ～ 6 千円（概算費用）
・届出人と喪主となる方の印鑑

■問い合わせ■　住民課住民係　電話 2 −1123

5 月　老人クラブ活動 ※町内在住のおおむね６０歳以上の方が対象です。

　次の日程で各地域老人クラブは定例会を開催します。

地　域 日　時 会　場 ■ 問い合わせ ■

三根老人クラブ 9日（月）　午前 9時30分～正午 三根公民館 川上絢子　電話 2−0780

大賀郷老人クラブ １6日（月）　午前 8時30分～１１時30分 大賀郷園地 奥山妙子　電話 2−0498

樫立老人クラブ 6日（金）　午前 9時30分～１１時30分 樫立公民館 結城　眞　電話 7−0673

中之郷老人クラブ １9日（木）　午前 9時１5分～午後 １時 中之郷公民館 山下和彦　電話 7−0１27

末吉老人クラブ １0日（火）　午前 9時30分～１１時30分 末吉公民館 沖山義人　電話 8−0425

　その他、老人クラブごとに様々な活動を行っています。興味のある方はご連絡ください。

後期高齢者医療制度の被保険者の方へ
◎新型コロナウイルス感染症の流行に伴う後期高齢者医療保険料の減免について
　新型コロナウイルス感染症の流行に伴う令和 3 年度保険料の減免申請期限は、令和 4 年 3 月31日から令和 4 年 6 月
15日（水）まで延長されました。
　「保険料の減免対象となる方」については、広報はちじょう 3月号をご確認ください。

■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話 2 −1123

閉庁日の死亡届（火葬場使用）取扱事務／後期高齢者医療制度被保険者へ／老人クラブ活動
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新型コロナウイルスワクチン個別接種のご案内

　 5 歳～１7歳の集団接種期間に接種ができなかった方へのご案内です。
　個別接種は予約制となります。
　ワクチンを無駄にしないため予約人数が一定数に達しない場合は日程の調整をします
ので予めご了承ください。

　●予約先	……………	福祉健康課保健係　　電話9−5671
　●予約受付時間	……	平日　午前 ９ 時～午後 5 時
　　　　　　　　　　　（予約締切：実施日程の １ 週間前まで　※下表参照） 
　●実施会場	…………	町立八丈病院小児科 
　●実施時間	…………	午後 3 時3０分～午後 ４ 時3０分 

◎ 5 歳～１１歳　初回（ １ ・ ２ 回目）接種
対 象 者 接種日時点で 5 歳～１１歳の方

実施日程

１ 回目 ２ 回目
5 月１１日（水） ６ 月 １ 日（水）
5 月１８日（水） ６ 月 ８ 日（水）
６ 月２２日（水） 7 月１3日（水）
7 月 ６ 日（水） 7 月２7日（水）

◎１２歳～１８歳　初回（ １ ・ ２ 回目）及び追加（ 3 回目）接種
対 象 者 接種日時点で１２歳～１８歳（小学 ６ 年生～高校 3 年生相当）

実施日程
１ 回目 ２ 回目

5 月１２日（木） ６ 月 ２ 日（木）
６ 月２3日（木） 7 月１４日（木）

●接種間隔 …… ２ 回目： 3 週間後 ／ 3 回目： ２ 回目接種から ６ カ月以上あけて
　　　　　　　  ※ ８ 月以降の接種については調整中です。

次の対象者で接種をご希望の方は福祉健康課保健係へご連絡ください。
・転入された方　　・18歳以上で未接種または追加未接種の方

■問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2 −5570

新型コロナウイルスワクチン個別接種案内
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65歳以上の方への 
肺炎球菌ワクチン予防接種費用一部扶助
　65歳以上の住民に対し、肺炎球菌ワクチン予防接種費用の一部扶助を行っています。
　高齢者では重篤化する成人肺炎を予防できますので、今まで接種を受けたことがない方は接種をご検討ください。
　令和 3 年１０月から東京都の補助も始まりました。

◆ 肺炎球菌による肺炎と肺炎球菌ワクチンの効果
・	肺炎球菌は、肺炎・中耳炎・副鼻腔炎・気管支炎・髄膜炎などを起こす細菌の一つで特に、高齢者の肺炎の約

半数は、肺炎球菌が原因とされています。
・	肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けることで、肺炎球菌による肺炎の 8 割に効果が期待できます。したがって、

肺炎の全てを予防するワクチンではありませんが、接種を受けることで重症化防止などの効果が期待できます。

実施期間 令和 ４ 年 ４ 月 １ 日～令和 5 年 3 月3１日までの接種

実施医療機関 町立八丈病院　・　岩渕クリニック

補助対象者
接種日時点で６5歳以上の町民

東京都補助対象者（下記表） 都補助対象者以外の方

接種料金 7,000円

八丈町負担額 3,000円

東京都負担額 2,500円 ──

接種者負担額 1,500円 4,000円

【東京都補助対象】　定期接種対象年齢　◇当年度に対象年齢に達する方◇
60歳～64歳であって基礎疾患がある方（※） 85歳 昭和１2年 4 月 2 日～昭和１3年 4 月 １ 日生まれの方

65歳 昭和32年 4 月 2 日～昭和33年 4 月 １ 日生まれの方 90歳 昭和 7年 4月 2日～昭和 8年 4月 １日生まれの方

70歳 昭和27年 4 月 2 日～昭和28年 4 月 １ 日生まれの方 95歳 昭和 2年 4月 2日～昭和 3年 4月 １日生まれの方

75歳 昭和22年 4 月 2 日～昭和23年 4 月 １ 日生まれの方 100歳 大正１0年 4 月 2 日～大正１１年 4 月 １ 日生まれの方

80歳 昭和１7年 4 月 2 日～昭和１8年 4 月 １ 日生まれの方

※……身体障害者手帳 １級（心臓、じん臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害）をお持ちの方

●費用扶助を受けるための手続き
　直接医療機関に出向いていただき、申請書に記入捺印のうえご提出ください。
　※印鑑が必要です。申請書は各医療機関にあります。

●注意事項
　過去 5年以内に接種を受けたことがある方は、再接種により注射部位の痛み・赤み・しこりなどの副反応が強くで
ることがあります。接種後 5年程度は免疫が持続するため、インフルエンザのように毎年接種を受ける必要はありま
せん。再接種をされる場合は、医療機関によくご相談ください。

■問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2 −5570

65歳以上　肺炎球菌ワクチン予防接種費用一部扶助
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令和 4 年度風しんの抗体検査・予防接種補助について

対象者は抗体検査・予防接種費用が 無料  となります！

◆ 対象者
　①　 検査・接種日時点で19歳以上の町民で「妊娠を予定または希望している女性」
　②　①の対象者の同居者
　③　妊婦の同居者

◆ 次の方は補助対象外となります ◆

　 ▼ 	風しんにかかったことがある方

　 ▼ 	風しんワクチン（麻しん風しんワクチン含む）を 2回以上接種済の方

　 ▼ 	風しん抗体検査を受けたことがある方（抗体検査）

　 ▼ 	当事業において風しんワクチンを接種したことがある方（予防接種）

◆ 抗体検査・予防接種までの流れ

◆ 受診方法
・	①の対象者は直接医療機関にて申請書を記入提出のうえ、抗体検査（予防接種）を受けてください。
・	②・③の対象者は	福祉健康課保健係（町役場 1 階10番窓口）で対象者確認・申請書受付	をしたう
え、医療機関にて抗体検査を受けてください。

※予防接種は確認が取れているので直接医療機関にて申請

　必要書類等　
・	①・②・③ともに申請時に		「印鑑」		が必要です。
・	②・③対象者は	申請時に	同居者とわかるもの（免許証・保険証など）	をご用意ください。
●抗体検査・予防接種を受けられる医療機関 ……	町立八丈病院・岩渕クリニック

●費用扶助を受けられる期間 ……	令和 4年 4月 １日～令和 5年 3月3１日までの検査・接種

■問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2 −5570

① の対象者

②・③ の対象者

医療機関：抗体検査

町役場福祉健康課
対象者確認

医療機関
抗体検査

医療機関
予防接種

医療機関：予防接種
検査結果：低抗体

検査結果：低抗体申請受付

風しんの抗体検査・予防接種補助
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5 月 子どもの定期予防接種のお知らせ
予 防 接 種 名 日　時 会　場

・B型肝炎
・四種混合
・ロタ集団予防接種

１2日（木）　午後 １時30分～ 3時 町立八丈病院小児科

・麻しん風しん第 ２ 期集団接種 １9日（木）　午後 2時～ 3時30分
・ヒブ集団接種
・小児用肺炎球菌
・子宮頸がん集団接種

26日（木）　午後 2時～ 3時30分

・予約制個別接種（※） １2日（木）　午後 3時～ 3時30分
26日（木）　午後 3時30分～ 4時

※	予約制個別接種は、お子さんの体調不良などで集団接種の機会を逃した方や時間の都合がつかない方などのために、
毎月第 2、第 4木曜日に設けており、事前予約が必要です。ご希望の方は、実施日の 1 週間前までに問い合わせて
ください。

日本脳炎集団接種について
　前年度、日本脳炎ワクチンの流通が全国的に滞っていたため実施できなかった第 2 期は今年度（ 8 ・ 9 月、 
2 ・ 3 月実施予定）に未接種者を追加対象として実施します。
　接種対象者へ個別通知を送付します。

▼ 令和 ４ 年度日本脳炎接種対象者 ▼

第 1 期
1 ・ 2 回目（初回） 3 歳相当（接種日時点で 3 歳以上の方）
3 回目（追加） 4 歳相当

第 2 期 4 回目 小学 4 年生相当、小学 5 年生相当（令和 3 年度未接種者）

■問い合わせ・予約■
福祉健康課保健係　電話 2 −5570

子どもの定期予防接種／子ども家庭支援センター

子ども家庭支援センターからのお知らせ
★開館日★　平日：午前 8時45分～午後 5時
　　　　　　第 ４ 土曜日：午前 9時～正午（交流ひろばのみ）
☆休館日☆　第 4土曜日以外の土、日、祝日はお休みです。

5 月の交流ひろばの催し 
１１日（水）・１８日（水）・２5日（水）　各回とも午前１０時3０分～１１時
　『春のお散歩～青空よみきかせ会～』

☆ひろば催しのご案内☆
　各回事前のお申込みが必要となります。
　・申 込 方 法：窓口または電話
　・対　　　象：未就園児のお子さん（各回 5組までとし、予約制です）
　・申込み開始： 5 月 ９ 日（月）午前 ９ 時～
　※	多くのご家庭にご利用いただくため、申込みは一世帯あたり月 １回とします。
☆初めてご利用になる皆さんへ☆
　利用登録が必要となります。来所の際、窓口にてお声かけください。
　お待ちしています！

■問い合わせ■ 
　子ども家庭支援センター 
　電話 2 −4300

※ ご利用の際はマスク着用
の上、手指消毒、検温に
ご協力ください。

※ 感染状況によっては急遽
中止となる場合がありま
す。ご了承ください。

今月は
5 月28日（土）です！
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5 月の健康診査など
区分 健診名など　／　対象 期　　日 個別通知 予約 会場

健

康

診

査

3 ～ ４ か月児・産婦健康診査
令和 3年１2月１4日～令和 4年 2月１3日
生まれの乳児・産婦

１3日（金）
受付：午前 9時～ 9時30分

あり ─ 保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

１ 歳 ６ か月児健康診査
令和 2年 9月１6日～令和 2年１１月１0日
生まれの幼児

１0日（火）
受付：午前 9時～ 9時45分

２ 歳児歯科健康診査
令和 2年 2月１7日～令和 2年 5月１9日
生まれの幼児

１9日（木）
受付：午前 9時１5分～１0時１5分

相
談
　
他

こども心理相談　※ １
１ 歳 6 カ月以上の未就学児 １0日（火）　午前 9時～午後 4時

─ 要すくすく相談　※ 2 26日（木）　午前 9時～１１時
こどもごはん教室　※ 3 27日（金）　午前１0時～１１時30分
両親学級　※ 4 下表をご覧ください

※ １　	言葉が遅い・落ち着きがない・身体の動きがぎこちない・癖が気になるなど心配なことがありましたら、専門の心理相
談員が相談に応じます。

※ 2　	日ごろの子育ての中からでてくる疑問や心配事などに保健師・管理栄養士・歯科衛生士が応じます。母子健康手帳をお
持ちください。

※ 3　	離乳食終了時から未就学児と保護者を対象に食べることの楽しさや大切さを理解するための教室です。親子一緒に調理
実習をして、食事のポイントもお話しします。たくさんのご参加をお持ちしています。

　　　○対象：未就学児とその保護者　　○定員：親子１6組程度
　　　○持ち物：エプロン、母子手帳　　○締め切り： 5月23日（月）
※ 4　両親学級　新しい命を迎える準備をしましょう。お母さんの体調が良い時にいらしてください。お父さんも歓迎します。

回 日　時 内　容
１ １2日（木）　午後 １時30分～ 3時30分 妊娠中の生活・島の分娩、妊婦と赤ちゃんの栄養

2 １9日（木）　午後 １時30分～ 3時30分 歯科健診と妊娠中の歯の話、マタニティストレッチ（男性参加が
ある場合は妊婦体験）

3 27日（金）　午後 １時30分～ 3時30分 お産を迎える準備（妊娠の経過、お産の進み方）
4 6 月 3 日（金）　午後 １時30分～ 3時30分 赤ちゃんの健診・病気、お産後の話、赤ちゃんのお風呂の入れ方

5 月の母子保健 ■問い合わせ・予約■
福祉健康課保健係　電話 2 −5570

母子保健／東京都児童相談センター春季巡回児童相談

東京都児童相談センター春季巡回児童相談
　巡回児童相談は、児童相談センターから遠い地域にお住まいで来所相談を利用しにくい方
のため、各地域に職員が出向いて行う相談です。児童相談センターへの相談をお考えの方は
ぜひこの機会をご利用ください。
◎開 催 日　　 6月予定（詳細決定後、町ホームページ・子ども家庭支援センターブログにてお知らせします。）
◎開催場所　　八丈町役場内
◎対 象 者　　１8歳未満の児童とその保護者
◎相談内容　　	発達や性格行動、非行、愛の手帳（知的障害の方に交付される手帳）の取得、家庭で子どもをみるの

が難しいなどの養育問題
◎申込方法　　来所にて申し込み（簡単な面談を行います）
　※内容により今回の相談会ではお受けできない場合がありますので、来所される前に電話等で問い合わせください。
◎申込期間　　 5月 9日（月）～20日（金）まで　※土日・祝日を除く
◎受付時間　　午前 8時30分から午後 5時１5分まで
■問い合わせ・申込■　子ども家庭支援センター（八丈町役場内）　電話 2 −4300
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町営住宅入居者募集（令和 4 年度　第 1 回）
町営住宅の入居者を次のとおり募集します。

《 災害被災者受け入れなどのため、内容が変更になることがあります。ご了承ください。 》

地域 団地名 棟・
部屋番号

間取り・ 
 住戸専用面積

建設
年度

住宅使用料
〔標準〕 構造 住宅型別資格

三根 中道団地 C−204
（ 2 階のお部屋）

3 LDK
68.4㎡ H１8 22,000～

43,300 鉄筋コンクリート造
2階建

2人以上世帯向け
（ 3人以上世帯優先）

大賀郷

八重根団地 １03
（ １ 階のお部屋）

１ K
36.１㎡ H１4 １１,300～

22,200 単身世帯向け

寺山団地

2−１03
（ １ 階のお部屋）

１ DK
43.6㎡ H 8 １3,200～

25,900 鉄筋コンクリート造
3階建

単身世帯向け
（障害・高齢者世帯優先）3−１02

（ １ 階のお部屋）
１ DK
50.5㎡ H 9 １5,300～

30,１00

中之郷 粥倉住宅 2号 3 LDK
74.5㎡ H１4 20,700～

40,700 木造一戸建 2人以上世帯向け
（子育て家族優先）

末吉

瀬戸団地 C−１0１
（ １ 階のお部屋）

１ LDK
55.0㎡ H１2 １7,300～

33,900
鉄筋コンクリート造

2階建
単身世帯向け

（障害・高齢者世帯優先）

末吉団地

１−20１
（ 2 階のお部屋） 3 LDK

79.5㎡ H１0 25,000～
49,200

鉄筋コンクリート造
3階建

2人以上世帯向け
（ 3人以上世帯優先）１−30１

（ 3 階のお部屋）

部屋の構造、住宅型別資格の詳しい内容や応募、決定方法については管財係にお問い合わせください。

■受付期間
　 5 月 ９ 日（月）～１６日（月）
　午前 ８ 時3０分～午後 5 時１5分
　※郵送の場合は受付期間内必着

■応募できる方
　①現在八丈町にお住まい、または転入見込の成年者
　　※ただし、八丈町にお住まいの方優先
　②	現に同居し、または同居しようとする親族（婚約者などを含む）がある方（単身向け住宅を除く）
　③	世帯の所得が月額１5万 8 千円以下（中等教育終了前の子供を含む世帯や高齢者世帯などは2１万 4 千円以下）の方
　④	町税、保険料、使用料などを滞納してない方
　⑤	現在、住宅に困っていることが明らかな方
　⑥暴力団員でないこと

■申し込み添付書類
　①	入居者全員の住民票（続柄、世帯主などは省略しないでください）
　②入居者全員の最新の所得証明書または非課税証明書
　　最近転入された方は、勤務先の現時点の収入見込証明書もあわせて提出
　③障害者世帯の方はお持ちの手帳のコピー
　④印鑑

■問い合わせ・申込■　建設課管財係　電話 2 −1124

■抽選会
　日時： 5 月２０日（金）　午後 １ 時～
　場所：町役場 １ 階　相談室 3
　※	当選された方は、抽選会後、入居に際しての説明がありますので、あ

らかじめご了承ください。

町営住宅入居者募集
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水道だより ■問い合わせ■　企業課水道浄化槽係　電話 2 −1128
FAX 2 −7231

◆ 口座振替の利用について ◆
　口座振替にされますとお支払いの度に金融機関などに足を運ぶ必要がなく、お支払いを忘れることがありませんの
で、ぜひご利用ください。（約7１％が口座振替制度を利用しています。）
　金融機関、役場水道浄化槽係、各出張所にある口座振替依頼書を金融機関窓口に提出していただくとお支払い方法
を口座振替に変更できます。
◇口座振替の手続きに必要なもの
　　①　振替を希望する口座の情報（口座名義人、口座種別、口座番号）
　　②　金融機関に登録されている印鑑
　　③　お客様番号（検針票および納入通知書に記載）
口座振替取扱金融機関：郵便局、みずほ銀行、七島信用組合
口座振替日：毎月25日　振替日が休業日（土日・祝日）の場合は翌営業日が振替日

◆ 高齢者世帯水道料金の減免のご案内 ◆
　次の要件に該当する方は、申請により水道料金が減免されます。
◇減免要件　以下の要件をすべて満たす方
　　　　　　 １．八丈町に住民登録があり、70歳以上の者のみの世帯であること。（世帯員は 2人まで）
　　　　　　 2．令和 3年中における世帯の総所得金額の合計金額が、次の基準以下であること。
　　　　　　　　・ １人世帯　１,350,000円　　・ 2人世帯　１,780,000円
　　　　　　 3．扶養されていないこと。
　　　　　　 4．申請した水道が本人の生活用水であり、水道使用者の名義が本人であること。
◇減免期間　 7月～令和 5年 6月分
◇減免料金　水道料金のうち、 １ヶ月に20㎥以下分（生活用水に関わる水栓 １箇所のみ）
◇受付期間　 6月 １日（水）～30日（木）※土日祝日を除く
　　　　　　・申請書は企業課水道浄化槽係と各出張所に用意してあります。
※	水道料金の減免期間は 7月請求分から翌年 6月請求分までとなり、継続して減免を希望する方は再度申請が必要に
なります。町内転居された場合も、再度申請が必要になります。また、ほかの市町村から転入されてきた方は、所
得証明書が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

※水道料金のお支払いには便利な口座振替をご利用ください。

Sėkmės スパイス！ 　第 3 回　

　ラバス！　国際交流員のアスタです。
　八丈島の安全について考えたことありますか？毎日防災八丈の放送を聞きますが、普段 7時半の船入航予定の放送
が一番一般的ですね。たまにですが、津波、地震、台風のお知らせもあります。夜中に来た津波の恐れの警告が一番
よく覚えています。その理由は次どうすればいいかわからなかったからです。日本に来るまで住んでいた国々、主に
リトアニアでは災害が一切ありませんでした。地震も、津波も、噴火も、台風も、全部教科書で読んだぐらいでした。
リトアニアは上記の災害を実際に体験できない国です。災害訓練もありません。そもそも、人は何かが起こると考え
もしません。しかし、リトアニアにはリトアニアらしい問題があります。低い温度（冬に外で寒すぎる）、森の火事	
（夏は暑くて、雨が降らない日が続く時）、異常に強い風（30メートル程度の高さの森の木が強い風で折れたりする）。
それはリトアニアの自然問題ですが、訓練するほどの災害と言えば、一つあります。それは原子力発電所での事故で
す。１986年に起こったチェルノブイリ原子力発電所事故はリトアニアにも被害をもたらしました。そういう経験があっ
たから、現在は万が一の場合どうすればいいか考えている人が多いです。
　災害が起こる前に対策を作って、練習するのが日本のとても良いところだと思います。私もできるだけ訓練して、
パニックにならず行動するために頑張ります！八丈島の皆さんご指導よろしくお願いします！

■問い合わせ■ 
　企画財政課企画情報係　電話 2 −1120

アスタの

町HPでAstaの日記を更新して
います！是非見てください

水道だより／アスタのSėkmės スパイス！
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■問い合わせ■　住民課環境係　電話 2 −1123環境だより
八丈町ごみ処理問題協議会委員を公募します
　町では、ごみ処理に関する様々な問題を話し合い、衛生的で快適な生活環境の推進を図るために、ごみ処理問題協議会
を設置しています。
　現在の一般公募委員の任期が令和 4年 6月20日までとなっているため、改めて委員を一般公募します。皆さんの応募を
お待ちしています。

募集人員 ４ 名 応募資格 １8歳以上の八丈町住民で、町税や町の使用料などの滞納がない方

応募方法 応募用紙に必要事項を記入し、住民課環境係へ提出してください。
（応募用紙は住民課環境係と各出張所にあります。） 応募締切 5 月２7日（金）

午後 5 時必着

任　期 委嘱の日から ２ 年間 活　　動 ごみ処理問題協議会は年 2～ 3回、ワーキンググループ活動は
年 7回程度（例年、平日の午後に開催しています。）

報　　酬 協議会の活動に出席した場合は、町規定による報酬が支給されます。
そ の 他 募集人員を超えた場合は、協議会事務局が定めた方法による抽選にて決定します。

コンポスト（生ごみ堆肥化容器）について
　町では、家庭から出る生ごみの減量化を図るため、コンポスト（生ごみ堆肥化容器）を １世帯につき 2基まで無償貸与
しています。詳しくは今月号折り込みをご覧ください。

ヤンバルトサカヤスデ対策について
　町では、ヤスデの家屋侵入防止対策として駆除剤「コイレット」を配付しています。自然環境を考慮し、乱用防止のた
め、 １世帯あたり １カ月に １袋（ 3㎏入り）に限り、 １年間に 6袋まで無料引換券を、 7袋目からは半額の助成券をお渡
しします。住民課環境係窓口、または各出張所にて申請してください。
＊引換券に引換期限を設けました。旧引換券については、 6月30日で無効となりますのでご注意ください。
＊引換券やコイレットを第三者に譲渡しないでください。
＊配付した駆除剤を事業用に使用することはできません。

引換期限：令和４年６月30日まで 引換期限：令和５年３月31日

旧引換券 新引換券 年度の記載
あり

引換期限の
記載あり

6 月 5 日（日）はクリーンデーです
　八丈島の自然と環境を守り、クリーンで住みやすい八丈町にするため、毎年 6月第 １日曜日をクリーンデーとしていま
す。地区ごとのごみ拾いや清掃を一斉におこない、ごみの散乱防止や環境に対する意識を高めることを目的とした活動で
す。皆さんのご協力をよろしくお願いします。
※清掃活動の開始時刻は各地区で異なりますので、自治振興委員の指示にしたがってください。

環境だより

★★★ 環境だより新連載コラムのお知らせ ★★★
　次回広報より、「ロベレニくんと学ぶ環境講座」というコラムを連載します。
　このコラムでは、ゴミ集積所や分別がわかりにくいゴミの出し方、ゴミ出しの
基本、作業員が困っていること等を取材し幅広く取り上げていき、ごみの減量化
に繋げていきたいと思います。ご期待ください。 八丈町公式Twitterキャラクター

ロベレニくん
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し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日のお知らせ
　し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日は第 2・ 4 土曜日、日曜日、および祝日です。（本紙巻末のカレンダー
をご覧ください）
　なお、条例改正に伴い令和 4 年 4 月以降、休業日や業務時間外に汲み取り作業を実施する場合は、通常納めるべき

「し尿処理手数料（10リットルにつき12.1円）」のほかに、「業務時間外収集手数料（ 1 カ所につき9,200円）」を別途 
請求します。
　例年、連休や年末年始の時期などは業務が集中しますので、計画的に収集を依頼していただくようご協力をお願い
します。
◆収集運搬業務の受付時間 ………	午前 ８ 時～正午、午後 １ 時～ ４ 時（業務時間は ４ 時3０分まで）
◆し尿・雑排水の収集依頼先 ……	㈱八丈島衛生総合企画　電話 ２ −０８55
■問い合わせ■　住民課環境係　電話 2 −1123

し尿・雑排水収集運搬業務休業日／汚泥再生処理センター肥料有料配布　ほか

令和 4年 3月福島県沖地震災害義援金について
　令和 4年 3月１6日、福島県沖で発生した最大震度 6強の地震により被災された方々を支援するため、義援金を受け
付けていますので、ご協力をお願いします。義援金は全額被災された方々へ届けられます。
◎受付期間： 6月24日（金）まで　　　◎受付場所：会計課窓口（町役場 １階 2番窓口）・各出張所
■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2 −5570

第41回小笠原親善訪問の中止について
　 6月23日～28日の日程で予定していた小笠原親善訪問は、新型コロナウイルス感染症対策のため中止します。
　八丈町、小笠原村、小笠原海運株式会社との間で親善訪問を実施する方法を協議してきましたが、小笠原という地
理的条件において、新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合の影響等を踏まえ、残念ながら今年度の親善
訪問も中止とすることとしました。
■問い合わせ■　総務課庶務係　電話 2 −1121

汚泥再生処理センター肥料の 
有料配布受付を行います
受 付 期 間： 5月 6日（金）から 6月30日（木）　※土日・祝日を除く
申 込 上 限： １世帯35袋まで
受 付 場 所：住民課環境係および各出張所（三根出張所を除く）
肥 料 代 金：申し込み時に肥料代金（肥料袋詰手数料）をお支払いください。
　　　　　　　 １ 袋２００円（１０kg）
配 布 日 時：令和 4年 5月以降の第 １・第 3・第 5土曜日　※祝日を除く
　　　　　　　午前１0時から正午、午後 １時から 3時の間
　　　　　　　※原則、受取日は受付時に指定します。
配 布 場 所：汚泥再生処理センター
予定配布数量：約１,500袋（予定数量に達し次第受付を終了します）

肥料の種類 汚泥発酵肥料 主要な成分の
含有量

窒素全量	 2.70％ 加里全量	 0.5％未満
原料の種類 し尿汚泥、動植物質原料 りん酸全量	 2.65％ 炭素窒素比	 6

（肥料袋　見本）

■問い合わせ■ 
　住民課環境係　電話 2 −1123
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　町では、公共事業に伴って発生する伐採木について無料配布を行っています。過去１9カ月間での配布（試行）実績
は、約１50ｔの搬入に対し、配布量は約１30tで利用申請は１0１件となりました。この結果をもって、今後については	
「三根伐採木リサイクルヤード」という名称に改め、引き続き無料配布を行っていく運びとなりましたので、ぜひ	
ご利用ください。
　また、申請書を今回より現地に設置しましたので、必ず記入・提出してください。提出がない場合は、資源の持ち
去りと判断することがありますのでご注意ください。

配布場所：三根１６２番地　三根伐採木リサイクルヤード
利用時間：通年　午前１０時～午後 ４ 時
利用方法：現地での利用申請書の提出による
　　　　　　　※申請書の数量欄を生木時の「重量」のみとしました。
　　　　　　　※換算の目安については現地看板をご確認ください。

配布対象：個人および団体など
配布樹木：直径5０cm以下、長さ０.5m程度に切断されたもの
　　　　　　　※ １人当たりの持ち帰り数量に制限は設けません。

★ 注意事項 ★ 　以下についてあらかじめご了承ください　 
・	伐採木は不定期に搬入していますので、作業中の重機や車両には近づかないようにしてください。
・	伐採木の積込はご自身でお願いします。積込の補助は行いません。
・	運搬車両や重機、チェーンソー等の貸出は行いません。
・	伐採木の運搬、積込にあたってのケガや事故、トラブルについては一切の責任を負いかねます。
・	転売等、営利目的の場合は配布をお断りする場合があります。
・	伐採木は薬剤処理を行っていません。害虫等の発生については責任を負えません。
・	樹種の選別は行っていません。
・	伐採木は最後まで責任をもって使用し、不法投棄などはしないでください。
・	現地備え付けの申請書に記載し、現地のポストへ投函する形で申請をしてください。（町役場 2階　建設課１9番窓
口にも申請書を備え付けます）

・	各事業での伐採木の発生状況・時期によりストックヤードの資源量は変化します。
	

三根伐採木
リサイクルヤード

三根伐採木リサイクルヤード（八丈町三根１６２　※町営住宅跡地） 現地看板

※ 周辺には住宅がありますので、路上への駐車はご遠慮ください。
※	現地に職員は常駐しておりません。当日のご不明点は建設課までお電話ください。
	
■問い合わせ■　建設課建設係　電話 2 −1124　＊「伐採木の無料配布の件」と問い合わせください＊

現地写真

伐採木を無料で
配布します

八丈町等が発注する公共事業に伴う 
伐採木の無料配布

伐採木の無料配布
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言語機能訓練（要申込）� ■問い合わせ・申込■　福祉健康課保健係　電話 2 −5570

　言語聴覚士による言語機能訓練を月 １回実施しています。
日時： 6月１0日（金）　午前 9時１5分～午後 4時　　場所：保健福祉センター

申込締切： 5 月２7日（金）

ホタルの鑑賞について � ■問い合わせ■　建設課建設係　電話 2 −1124

　例年、 5月～ 9月下旬にかけ、三根地域鴨川ホタル水路では多く
のホタルが飛翔します。その間は、島内外問わずたくさんの方々が
鑑賞に訪れますので、マナーを守り細い通路では譲り合いをして、
鑑賞を楽しんでください。
　夜間のホタル水路は暗く、ホタルに夢中になっている鑑賞者もい
るため、車両の通行は危険です。ホタル保護の観点と鑑賞者の妨げ
にならぬよう、右図の駐車場所に駐車し、ホタル水路には徒歩でお
越しいただくようご協力ください。

禁止行為
⊠ ホタルを捕まえてはいけません
　ホタルの体長は約 １㎝と小さく、寿命は １週間程しかありません。人が触るだけで多くのストレスを与え寿命を縮
めてしまうので、手に取るなどの行為は控えてください。
⊠ 光量の強い懐中電灯の使用
　ホタルは光に敏感です。強い懐中電灯やスマートフォンの照明等の光を当てると、パニックを起こし死んでしまう
場合もあります。懐中電灯を使用する際は、足元だけを照らすようにし、周囲一帯を照らすような強い光を出すもの
は控えてください。またフラッシュを使用しての写真撮影は禁止です。また、カメラやスマートフォン、車のハザー
ドを使用したホタルの誘引行為は、絶対に行わないでください。

ホタルに一番ストレスを与えない光は赤色の光です。懐中電灯に赤いセロファンを巻くなどして、
ホタルと他の鑑賞者にやさしい光を作るようにしましょう。

　　　　　  より多くのホタルが飛ぶホタル水路へ、ご協力・ご理解をお願いします。　　　　　 

午後7時～12時の間は、
斜線部の車両通行は
お控えください。ホ

タ
ル
水
路 駐車場

ヤギの適正飼養について
　「八丈町飼養ヤギの野生化防止に関する条例」により、ヤギの飼養は以下のように定められています。
	
● 全てのヤギにタグ付首輪を装着してください。
	
●  下記①から⑤のいずれかに該当する場合は、登録手続きが必要になるため、印鑑を持参して産業

観光課産業係までお越しください。無料で登録票とタグ付き首輪を配布します。
　また、首輪の交換も無料で受付けています。
　　①ヤギが生まれた　　　　②ヤギをあげた　　　③ヤギをもらった
　　④ヤギを飼い始めた　　　⑤ヤギが死んだ
	
※首輪は使いまわししないようにお願いします。
	
■問い合わせ■　産業観光課産業係　電話 2 −1125

ホタルの鑑賞／ヤギの適正飼養／言語機能訓練



● INFORMATION 広報はちじょう

24

■八丈町教育相談室 電話 2−059１ 毎週火・水・木曜日　午前 9時～午後 5時
■ 東京都いじめ相談ホットライン 
（東京都教育相談センター） 電話0１20−53−8288 24時間・教育相談全般

■東京いのちの電話 電話03−3264−4343 24時間

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話 2 −7071

今月の学校行事
■セーフティ教室　
　大賀郷小学校 …… 21日（土）
　三　根小学校 …… 第 1 、 2 学年：31日（火）
　　　　　　　 　　 第 3 、 4 学年： 6 月 3 日（金）
　　　　　　　 　　 第 5 、 6 学年：30日（月）
　※ 小・中学校では、開かれた学校教育を推進していくため、保護者や地域住民の参加の下、セーフ

ティ教室や道徳教育等を実施しています。
■学校公開日
　三　根小学校 …… 9 日（月）から　13日（金）
　三　原中学校 …… 9 日（月）から　14日（土）
■開校記念日
　三　原小学校 …… 27日（金）
　富　士中学校 …… 30日（月）

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の
ため、学校行事については、縮小または中
止等の措置をとっています。なお、現在計
画されている学校行事についても、今後の
状況に応じて対応をとることがあります。
ご理解とご協力をお願いします。

大切なお子さんのために教育相談を

　新学期が始まってはや １カ月、お子さんから「勉強の
仕方が分からない」といった学習のつまずきや「何かと
注意をうける」「言いたいことが言えず友達が作れない」
といった行動や集団への参加についての悩みが聞かれる
頃となります。
　このような悩みの中には、入学や進学等の環境の変化
が原因となっている場合と軽度の障害によるものとが考
えられます。
　環境が原因となっている場合は慣れることによって自
然に解決に向かう場合もありますが、ストレスがたまり
身体に変調をきたしたり、思わぬ行動に出たりする場合
があります。子どもの変化は周囲へのSOSです。見逃さ
ず対応することが重要です。
　一方、軽度の障害による場合は、早く発見し、対応す
れば早く解決することもあります。しかし、往々にして
時間が経過してから発見されることが多いようです。
　子どもと身近に接している大人が、子どもの変化を見
逃さないこと、解決しようと問い詰めて追い込まないこ

と、深刻な事態になる前に気づいてあげることが大切で
す。そして気づきや悩みを担任の先生やスクールカウン
セラー、教育相談機関に話してみましょう。　　　　　
　学校生活での気づきや悩みがある場合は、本人と保護
者と学校が相談し合って、本人の納得のいく形で解決を
図ることが重要です。
　八丈町教育委員会には、教育関係の相談場所として教
育相談室がありますので気軽にご相談ください。
　令和 3年度から全小中学校において、特定の分野の理
解が難しい児童、勉強に集中できない児童、友達づくり
がうまくない児童等が通える特別支援教室が開設されて
います。
　また、学校に行きたがらない児童・生徒の居場所づく
りのために、適応指導教室（通称名えいむ）を開設して
います。
　気になる点がありましたら、まずは相談することから
始めましょう。

（教育相談室　梅田龍示）

教育委員会だより



広報はちじょう INFORMATION ●

25

第16回八丈島歴史セミナーのお知らせ
　コロナ禍の影響で延期となった「八丈島歴史セミナー」（全 5回）を次の要領で開催します。セミナーは八丈島の
歴史・文化を学び、人と社会のあり方をともに考える場です。ふるってご参加ください。
★日程・内容：

回 日　　程 テーマ 発表者
第 １回 5月28日（土） 源為朝伝説を追って 茂手木　清
第 2回 6月 4日（土） 和歌山サンマ漁船の漂着 林　薫
第 3回 6月１１日（土） 短歌と俳句で巡る「八丈八景」 伊藤　宏
第 4回 6月１8日（土） 中学陸上競技記録会の歴史 佐々木　究
第 5回 6月25日（土） 野外学習「為朝伝説を訪ねて」 ──

（テーマおよび発表者は、都合により変更になることがあります。）
★時　　　間：各日とも午後 １時30分～ 3時30分（事前申し込み）
　　　　　　　＊ １回だけの参加も歓迎（ただし、事前の申込みが必要です）
★会　　　場：八丈町商工会研修室（第 １回～第 4回）／島内史跡（第 5回）
★対　　　象：八丈島の歴史・文化に興味のある八丈町民および島外在住の方
★受講者定員：30人（先着順）
★受 講 費 用：200円（資料代・保険料・その他）
★申 し 込 み：①ハガキに「歴史セミナー参加希望、住所・氏名・電話番号」を書いてポストへ
　　　　　　　　　 ▼  〒100−1621　八丈町樫立163伊藤宏方　八丈島歴史セミナー事務局　宛
　　　　　　　②	パソコン・スマートフォンで　八丈島文化協会ホームページ「お問い合わせ」から、	

「歴史セミナー参加希望　住所・氏名・電話番号」を書いて送信
　　　　　　　　　 ▼  八丈島文化協会URL　https://8jobunka.jimdofree.com/
★申 込 締 切： 5 月２０日（金）　必着
★主　　　催：『八丈実記』を読む会
★後　　　援：八丈町教育委員会・八丈島文化協会
■問い合わせ■　八丈島歴史セミナー事務局　電話：090−8036−1826

東海汽船　島嶼出身学生証明書の申請
　町では、八丈町出身の生徒・学生を対象に、東海汽船乗船券を購入の際に提示することで運賃が 4 割引となる	
「島嶼出身学生証明書」を発行しています。

申請できる人
　父母（保護者）
　※発行を受けようとする方が成年者の場合は、本人でも可。

対　象　者
　発行を受けようとする方が、以下の 3点全てを満たす方
　　①　八丈町出身であること
　　②　父母（保護者）の現住所が八丈町にあること
　　③　島外の学校（高等学校・大学等）に在籍していること
申請の際にご持参いただくもの
　①　	発行を受けようとする方本人（学生）の学生証（氏名・学校名等が記載されたもの）または在学証明書（写し）
　　　※スマートフォンなどで撮影したものを印刷して持参いただいても構いません。
　②　父母（保護者）の住所を確認できるもの（運転免許証の写しなど）
　　※申請者が成年者の場合もご持参ください。
　③　申請者（未成年の場合は父母（保護者））の印鑑
■問い合わせ・申請■　教育課庶務係（町役場 2 階21番窓口）　電話 2 −7071

東海汽船　島嶼出身学生証明書申請／八丈島歴史セミナーお知らせ
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八丈病院からのお知らせ
⃝院内感染対策にご協力ください
　下記の	①	または	②	に該当する方は、院内の待ち合い所に入る前に「 町立八丈病院　電話 ２ −１１８８ 」に	お電話で
連絡をする	ようにお願いします。

①　37.5℃以上の発熱 があり、咳や鼻水、のどの痛み、呼吸が苦しい 等の症状がある方
②　37.5℃以上の発熱 があり、１４日以内に八丈島外 に行かれていた方

⃝臨時診療について（受診方法別）
診療科名 受診方法 時間等

⃝耳鼻咽喉科 受診日当日受付 当日受付時間：午前 8時～１１時
※日程は防災無線でお知らせします。

⃝整形外科 外科受診後予約 （外科以外の常設科受診時も予約可能）

⃝皮膚科　　　　⃝眼科 電話または来院し
当院予約係にて予約 予約係受付時間：開院日の午前 8時30分～正午

⃝精神神経科　　⃝糖尿病内科
⃝甲状腺内科　　⃝消化器内科
⃝腎臓内科　　　⃝神経内科
⃝泌尿器科

内科受診後予約 ──

⃝糖尿病教室 当日来院 医師による糖尿病についての基本指導など
★ 今月は 5 月２０日（金）開催予定です。

※	他院からの紹介状をお持ちの方、もしくは障がい者手帳更新のための受診については、別途予約係までご相談ください。

⃝町立八丈病院職員募集
　◎募集職種　看護師：若干名、助産師： １名、薬剤師： １名、放射線技師： １名、滅菌技師： １名
　◎対 象 者　	資格保有者であり、地方公務員法第１6号の欠格条項に該当しないこと
　◎採用予定時期　随時
　◎選考方法　職員採用試験
　　　　　　　・ １次試験：書類選考（提出書類により審査。結果は郵送）
　　　　　　　・ 2次試験（ １次試験通過者のみ）：口述試験（個人面接）
　　　　　　　　　 2次試験日時：随時　※時間は後日通知
　　　　　　　　　 2次試験場所：八丈町役場内（東京都八丈島八丈町大賀郷255１− 2 ）
　◎応募方法　以下の書類について郵送もしくは直接お持ちください。
　　　　　　　①　履歴書（町指定のもの・自筆）……町ホームページよりダウンロード
　　　　　　　②　写真（上半身脱帽正面向 4 cm× 3 cm・履歴書に貼ること）
　　　　　　　③　資格を証する書類の写し
　　　　　　　④　エントリーシート（町指定のもの・自筆）……町ホームページよりダウンロード
　　　　　　　⑤　書類選考の結果書の送付先を明記し、84円切手を貼った返信用封筒（定型23.5×１2cm）
■提出先■　東京都八丈島八丈町大賀郷2551− 2 　八丈町総務課庶務係　電話 2 −1121

■問い合わせ■　 
　町立八丈病院事務局　電話 2 −1188

☆ 病院スタッフの健康に対するつぶやきです。皆さんの健活（健康に対する様々な活動）へのキッカケにして
いただければ幸いです。

　食べる、笑う、体を動かす、しっかりと寝る。休日でもなるべく生活のリズムを崩さないことを心掛けてい
ます。八丈島に来てから、お休みの日に町営バスに乗ってみはらしの湯に向かい、海を眺めながらゆったり過
ごすのが習慣になっています。ちょっとした旅行気分が味わえて「また月曜からのお仕事頑張ろう」って気持
ちになれます。	 （診療放射線技師　H.	S）

Let’s be healthy ! ● ● ● わたしの健活

八丈病院お知らせ／Let’s be healthy !
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図書館からのお知らせ／町長上京日記／航路ダイヤ

町へのご意見など
　町へのご意見などがありましたらお寄せください。電話、郵送、FAX、電子メールいずれの方法でも構いません。
回答を希望する場合は、氏名・住所・連絡先を記載してください。
■問い合わせ■　〒100−1498　東京都八丈島八丈町大賀郷2551− 2 　八丈町企画財政課企画情報係 
　　　　　　　　電話 2 −1120　FAX： 2 −4824　メール：ha130@town.hachijo.tokyo.jp

5 月の航路ダイヤ
　詳しくは各事業者などに問い合わせください。

■問い合わせ■
・東海汽船 …………………… 電話 2 −1211
・東邦航空予約センター …… 電話 2 −5222
・ANA………………………… 電話0570−029−222

図 書 館 か ら の お 知 ら せ
★第3２回　文庫まつり★
　日時： 5 月２１日（土）　　第 １ 部：午前１０時～１１時3０分　／　第 ２ 部：午後 １ 時3０分～ 3 時
　場所：三根公民館集会室　　定員：各部２０名
　講　　師：高

たかばたけ
畠　那

な お
生さん（絵本作家）　※ワークショップも行います！！

　主　　催：八丈町教育委員会　八丈島子ども文庫連絡会
　【注意事項】
　　①今回は新型コロナウイルス感染予防のため、午前と午後の 2部制とし、人数も午前午後とも定員を20名とします。
　　②そのため『事前申し込み』制とし、当日会場での受付は行いません。
　　③申し込みは、 4月30日（土）から電話で受け付けますが、定員に達し次第終了となります。
　　　午前 8時～午後 8時までの間、電話にて申し込みください。
　申し込み：文庫連絡会　中村則子　電話 2−0095
● 今月の新着図書から
　『人面島』中山七里著　『古本食堂』原田ひ香著　『タヌキの土居くん』富安陽子作
　『子どもと楽しむ雑草ブーケ＆室内飾り』へんみゆかり著
● 今月のおはなし会　	１４日（土）　１０時～１１時　　こっこめ文庫 

※状況により変更・中止になる場合があります。
● 休 館 日　毎週月曜日、 3日（火）、 4日（水）、 5日（木）、3１日（火）
● 開館時間　午前 9時30分～午後 5時
● 八丈町立図書館ホームページ　http://www.hachijo-library.jp/Library/
　		スマートフォンでも資料検索がしやすくなりました！

返却期限を過ぎてはいませんか？
○お手元の本・DVDなどの返却日をご確認ください。
○コミュニティーセンター開館時は返却ボックスへの投函が可能です。
　（平日月曜日閉館／祝日開館：午前 8 時30分～午後 8 時30分）
○坂上各出張所でも返却できます。（平日午前 8 時30分～午後 5 時15分）
○ 図書貸出カードの新規・更新・再発行には、「ご本人の来館と身分証明書の提示」が必要です。

八丈町立図書館
ホームページ

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2 −0797

児童書・絵本もたくさん
入荷しています。
図書館のホームページを
ご覧ください！

町長上京日記　 3月
１7日～１９日
●	ANA１892便にて上京
●	フリージアまつり表敬訪問　全国離島振興協議会・衆議院・参議院議員会館	
　　　　　　　　　　　　　日本医科大学付属病院・公益財団法人結核予防会

●	ANA１893便にて帰島



SCHEDULE
2022

八丈町役場　出張所／�三　根： ２－０３４９　　樫　立： ７－０００３�
中之郷： ７－０００２　　末　吉： ８－１００３

三 根
公民館

大賀郷
公民館

樫 立
公民館

中之郷
公民館

末 吉
公民館

八丈町保健
福祉センター

町 立
八丈病院

多目的ホール
「おじゃれ」

日 月 火 水 木 金 土
1

し尿収集運搬休業日

2

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

3

し尿収集運搬休業日
図書館休館日

4

し尿収集運搬休業日
図書館休館日

5

し尿収集運搬休業日
図書館休館日

6 7

8

し尿収集運搬休業日

9

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

10
1 歳 6 か月児健診
保福  受付 9 :00～ 9 :45

こども心理相談
保福  9:00～１6:00

（要予約）

11 12
両親学級 1 回目
保福  １3:30～１5:30

（要予約）

13
3 ～ 4 か月児・産婦健診
保福  受付 9 :00～ 9 :30

14

し尿収集運搬休業日
図書館おはなし会

15

し尿収集運搬休業日

16

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

17 18 19
2 歳児歯科健診
保福  受付 9 :１5～１0:１5

両親学級 2 回目
保福  １3:30～１5:30

（要予約）

20 21

22

し尿収集運搬休業日

23

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

24 25 26
すくすく相談
保福  9:00～１１:00

（要予約）

27
こどもごはん教室
保福  １0:00～１１:30

（要予約）
両親学級 3 回目
保福  １3:30～１5:30

（要予約）

28

し尿収集運搬休業日
29

し尿収集運搬休業日

30

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

31

図書館休館日

5月 大 樫 中 末 おじゃれ三 保福 町病

掲載の予定等は全て編集段階のものであり、
変更することがあります。

5 月　ごみ分別回収 燃…燃やせるごみ　びん…空きびん　資源…資源ごみ　害…有害ごみ　金属…金属ごみ

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ 3 ４ 5 ６ 7

燃・害 資源
※ １ 燃・害

８ ９ １０ １１ １２ １3 １４
金属 燃・害 資源 びん 燃・害

１5 １６ １7 １８ １９ ２０ ２１

金属 燃・害 資源 燃・害 ※
２

２２ ２3 ２４ ２5 ２６ ２7 ２８
金属 燃・害 資源 燃・害

２９ 3０ 3１
金属 燃・害

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ 3 ４ 5 ６ 7

資源
※ １ 燃・害 金属

８ ９ １０ １１ １２ １3 １４
燃・害 資源 燃・害 金属

１5 １６ １7 １８ １９ ２０ ２１

燃・害 資源 燃・害
びん 金属 ※

２
２２ ２3 ２４ ２5 ２６ ２7 ２８

燃・害 資源 燃・害 金属
２９ 3０ 3１

燃・害 資源

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ 3 ４ 5 ６ 7

資源
※ １ 燃・害 金属

８ ９ １０ １１ １２ １3 １４
燃・害 資源 燃・害 金属

１5 １６ １7 １８ １９ ２０ ２１

燃・害 資源 燃・害
びん 金属 ※

２
２２ ２3 ２４ ２5 ２６ ２7 ２８

燃・害 資源 燃・害 金属
２９ 3０ 3１

燃・害

三　　　根 大　賀　郷 樫立・中之郷・末吉

町役場開庁日 平日午前 8時30分
	 ～午後 5時１5分

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

詳しくは26ページを
ご覧ください。

休　　業　　日
ふれあいの湯（樫立） 9日、１6日、23日、30日 毎週月曜日
みはらしの湯（末吉） １0日、１7日、24日、3１日 毎週火曜日
ザ・ＢＯＯＮ（中之郷） 当面の間、休業します。
やすらぎの湯（中之郷） １2日、１9日、26日 毎週木曜日
5月 8日まで、ゴールデンウィーク臨時営業を行っています。

温 泉 休 業 日 ※定休日が祝日の場合は営業します。

※ １ 　 古着は町役場および各出張所等での回収に変更しました。古着の出し方については、「ごみ分別区分表（令和 ４ 年 ４ 月改訂版）」を確認く
ださい。

※ ２ 　第 3 土曜日は施設点検の為、クリーンセンターのごみ受付業務を停止します。


